
令和３年４月１日 

入札参加有資格者 各位 

高知市総務部 契約課                                       

 

建設工事及び建設工事に係る委託業務に関する指名競争入札における設計図書の貸出の電子化につい

て 

 

 

１ 対象案件 

 (1) 予定価格が 130 万円を超える建設工事に関する指名競争入札 

(2) 予定価格が 50万円を超える建設工事に係る委託業務に関する指名競争入札 

※上記いずれの場合も高知市契約課が発注するものに限る 

 

２ 変更点 

対象案件の指名競争入札における設計図書の貸出方法を以下のとおり変更する。 

現行 改正後(R3.4.1～) 

高知市役所本庁舎 3階契約課にて貸出 高知市が設置する入札情報システムの対象案 

件の入札予定に設計図書を添付して貸出 

実施時期 … 令和３年４月１日に指名通知するものから適用 

 

３ 改正後の設計図書の受領方法について 

 別添「指名競争入札における入札情報システムでの設計図書の受領方法について」のとおり 
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令和３年４月１日 

入札参加有資格者 各位 

高知市総務部 契約課 

 

指名競争入札における入札情報システムでの設計図書の受領方法について 

 

 高知市では，令和３年４月１日より，建設工事及び建設工事に係る委託業務に関する指名競争入札に

おける設計図書の貸出について，入札情報システムでの貸出を行っております。 

 つきましては，以下の手順で設計図書を受領していただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

 

 

（１）高知市ホームページを表示し，「電子入札及び入札情報について」のページから「入札情報シス

テム」のリンクをクリックします。 

 

【URL】https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/10/densinyusatsu.html 

【高知市トップページより】 

「事業者の方へ」→（カテゴリーメニュー 入札・契約関係情報）「電子入札・入札情報システム」→ 

「電子入札及び入札情報システムについて」 

 

 

 

 

 

 



2 

（２）入札情報システムから指名競争入札の設計図書を受領する方法は２通りあります。 

①設計図書等閲覧より受領する場合 

 

 

設計図書等閲覧より貸出図書を受領する場合は，事前に高知市の電子入札システムにＩＣカードの利

用者登録を行っている必要があります。利用者登録についての詳細は，（１）に記載しております高知

市ホームページ「電子入札及び入札情報について」に掲載しております。 

 高知市の電子入札システムにＩＣカードの利用者登録を行っていない場合は，「②入札予定より受領

する場合」の手順で貸出図書をダウンロードしてください。 

 

 

 

 設計図書等閲覧を選択します。 

 

 

 

 

 

以下の画面が表示されます。高知市の電子入札システムへの利用者登録が完了しているＩＣカードをご

用意のうえ，「ＩＣカード認証」を選択してください。 

 

 

 

 

※ID・パスワード認証は利用できません 

注意事項 
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ＩＣカード認証選択後，ＩＣカードをＰＣに接続しますと以下のような画面が表示されます。 

電子入札システムと同様にＰＩＮ番号等を入力のうえＯＫボタンを押してください。 

 

 

 

ＩＣカードの認証が完了しましたら，以下のような画面になります。 

貸出図書を受領する案件（以下，当該案件）の表示を選択します。 
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当該案件の設計図書が添付されていますので，ダウンロードを押して受領します。 

設計図書等閲覧より受領する場合の手順は以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

②入札予定より受領する場合 

入札予定を選択し，表示された画面の詳細切替を選択します。 

 

 

案件検索で設計図書を受領しようとしている工事を工事名等から検索し，画面下部に表示させます。 

当該案件が画面下部に表示されましたら，表示を選択します。 

 

 

当該案件の設計図書が添付されていますので，ダウンロードを選択します。 

 

 

 

委託業務の場合 

調達区分：コンサル 
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設計図書の受領が完了します。入札予定より受領する場合の手順は以上です。 

 

以上 


